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�愛媛県告示第１４０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社Ｌ．Ｓ．Ｉ． 広島市中区大手町三丁目１番
７号４Ｆ

訪問看護ステーションかがや
き松山 松山市西石井６丁目１２－２７ 精神通院医療 令和２年

２月１日

合同会社みはまサポート 松山市北井門二丁目３－１２ カナ訪問看護リハビリステー
ション 松山市北井門二丁目３－１２ 精神通院医療 令和２年

２月１日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

おひさま訪問看護リ
ハビリステーション

松山市和泉南六丁目
２番５号

松山市小栗六丁目１
番２２号第２白石ビル
２階西

令和元年
８月２６日

毎週（火・金）曜日発行 第８０号 令和２年２月１８日

令和２年２月１８日火曜日 第８０号
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�愛媛県告示第１４２号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局管内）

大三島加入区

�������
�愛媛県告示第１４３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２８年２月愛媛県告示第１７４号）による保険

に付すべき義務は、令和２年２月１７日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局管内）

大三島加入区

�愛媛県告示第１４４号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示

第２７７号）の一部を次のように改正する。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

水産修第１号
漁業取締船「せとかぜ」の中間検査
に係る機関修繕 一式

愛媛県農林水産部
水産局水産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１月３１日
株式会社大東工作所
兵庫県神戸市兵庫区出
在家町二丁目６番２号

５６，１００，０００円 一般競争入札 令和元年１２月２０日

改 正 後 改 正 前

豊後水道東沿岸 豊後水道東沿岸

海岸

名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域
海岸

名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域

省略 省略

省略 省略

御荘

港

（愛

南

町）

平城

長洲

基点１、補助点１及び基点２から基点１２

までを順次結んだ線並びに基点１２、補助点

９、補助点８、補助点７、補助点６、補助

点５、補助点４、補助点３、補助点２及び

基点１を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の表示は、

真北）

基点１は、南宇和郡愛南町御荘平城７００

番地３の標柱から２５２度３１分３９秒１．５７メー

トルの地点

基点２は、基点１から３４４度５０分００秒

７９．５０メートルの地点

基点３は、基点２から２４９度３８分００秒

１０６．００メートルの地点

基点４は、基点３から３２９度５１分００秒

２２．５０メートルの地点

御荘

港

（御

荘

町）

同

平城 平城

南

平城

北

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線により囲

まれた区域

注

イ線 御荘町大字平城５５３の２番地々先港

湾区域境界標柱から２７２度３４メートルの

地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点から３２８度５０メートルの

地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点より６０度５０メートルの地

点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点より１４７度７０メートルの

地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点とイ線の起点を結んだ線

イ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた

区域

注

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号

８６



基点５は、基点４から２４８度３３分００秒

３２．００メートルの地点

基点６は、基点５から３２４度５３分００秒

１６５．５０メートルの地点

基点７は、基点６から３４５度３５分３０秒

２６０．５０メートルの地点

基点８は、基点７から５４度０６分００秒

５７．００メートルの地点

基点９は、基点８から３１３度３６分３０秒

２１５．５０メートルの地点

基点１０は、基点９から２３７度０２分００秒

９４．５０メートルの地点

基点１１は、基点１０から３１３度０１分３０秒

１３７．００メートルの地点

基点１２は、基点１１から３３８度５７分００秒

５４．００メートルの地点

補助点１は、基点１から５１度５６分３０秒

３０．００メートルの地点

補助点２は、基点５から２１４度２５分３０秒

８４．００メートルの地点

補助点３は、基点６から２２２度３０分３０秒

８１．５０メートルの地点

補助点４は、基点７から１９８度２６分３０秒

１２９．００メートルの地点

補助点５は、基点７から２４３度０７分００秒

１２６．００メートルの地点

補助点６は、基点１０から１５６度３５分００秒

８３．００メートルの地点

補助点７は、基点１０から１９７度０９分３０秒

１２８．５０メートルの地点

補助点８は、基点１１から２４５度０５分００秒

１２５．００メートルの地点

補助点９は、基点１２から２７２度３４分００秒

８０．００メートルの地点

同

同 平山

長洲

イ線 大字平城１０８番地の６地先平城北海

岸護岸起点から３５５度３０メートルの地点

まで引いた線

ロ線 イ線の終点より大字長洲８３４番地の

１地先平城北海岸終点から２４４度３１メー

トルの地点に至る平城北海岸護岸天端前

肩から海面側３０メートルの線

ハ線 ロ線の終点より６４度５２メートルの地

点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点よりイ線の起点から１７５

度２０メートルの地点に至る平城北海岸護

岸天端前肩から陸地側２０メートルの線

ホ線 ニ線の終点とイ線の起点を結んだ線

イ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた

区域

注

イ線 大字長洲８３３番地々先長洲海岸護岸

起点より２３７度２０３メートルの地点まで引

いた線

ロ線 イ線の終点から３２６度４０メートルの

地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から５２度２０３メートルの

地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点とイ線起点を結んだ線

イ線、ロ線、ハ線、ニ線、ホ線及びヘ線に

より囲まれた区域

注

イ線 大字平山６９２番地の２地先平山海岸

護岸起点から３２６度１７６メートルの地点ま

で引いた線

ロ線 イ線の終点から３６度１９５メートルの

地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から１１７度６３メートルの

地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から２２１度１８０メートルの

地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から１４５度１４７メートルの

地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点とイ線の起点を結んだ線

同 平山 基点１３から基点２０までを順次結んだ線並

びに基点２０、補助点１５、補助点１４、補助点

１３、補助点１２、補助点１１、補助点１０及び基

点１３を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の表示は、

真北）

基点１３は、南宇和郡愛南町御荘平山５２６

番地３地先の標柱から３３９度３６分００秒６５．２４

メートルの地点

基点１４は、基点１３から３１度４９分３０秒

１４１．５０メートルの地点

基点１５は、基点１４から３４３度１６分００秒

７４．００メートルの地点

基点１６は、基点１５から３０８度３９分００秒

１３８．００メートルの地点

基点１７は、基点１６から３８度４４分３０秒

１４１．００メートルの地点

基点１８は、基点１７から３１５度１８分００秒

１９１．５０メートルの地点

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号
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�愛媛県告示第１４５号
海岸保全区域の追加指定（昭和３４年３月愛媛県告示第２６０号）の一部を次のように改正する。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

基点１９は、基点１８から３４度２７分００秒

２２８．５０メートルの地点

基点２０は、基点１９から１２４度５８分３０秒

８０．００メートルの地点

補助点１０は、基点１３から１５９度５９分３０秒

１０１．５０メートルの地点

補助点１１は、基点１４から９７度４７分００秒

８８．００メートルの地点

補助点１２は、基点１５から４８度２７分３０秒

８８．００メートルの地点

補助点１３は、基点１７から１１８度３４分３０秒

１４８．５０メートルの地点

補助点１４は、基点１７から９７度１１分００秒

１２９．５０メートルの地点

補助点１５は、基点１８から８４度５３分００秒

１０４．５０メートルの地点

同 大島 基点２１、基点２２、補助点１７、補助点１６及

び基点２１を順次結んだ線により囲まれた区

域

基点及び補助点の表示（角度の表示は、

真北）

基点２１は、南宇和郡愛南町御荘平山５２６

番地３地先の標柱から１３６度０９分４５秒５６５．５１メ

ートルの地点

基点２２は、基点２１から７度１６分００秒

１３０．００メートルの地点

補助点１６は、基点２１から９７度１６分００秒

８０．００メートルの地点

補助点１７は、基点２２から９７度１６分００秒

８０．００メートルの地点

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

海岸

名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域

御荘

港

平城 長崎 イ線、ロ線、ハ線、ニ線、ホ線、ヘ線及び

ト線によつて囲まれた区域。

注

イ線、御荘町大字平城６１４２番地の１地先平

城南地先海岸護岸終点から２３６度３０メー

トルの地点まで引いた線。

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号
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�愛媛県告示第１４６号
愛媛県管理港湾区域（昭和３０年５月愛媛県告示第３６１号）の一部を次のように改正する。

令和２年２月１８日

〃

〃

平山

�

大島

ロ線、イ線の終点から１４７度１０メートルの

地点まで引いた線。

ハ線、ロ線の終点より大字平城１０８番地の

６地先２級国道松山高知線と護岸交叉点

から２８６度７５メートルの地点に至る長崎

物揚場天端前肩より海面側２０メートルの

線。

ニ線、ハ線の終点から８３度２８メートルの地

点まで引いた線。

ホ線、ニ線の終点から１７２度５０メートルの

地点まで引いた線。

ハ線、ホ線の終点とイ線の起点から５６度２０

メートルの地点に至る長崎物揚場天端前

肩より陸側１０メートルの線。

ト線、ヘ線の終点とイ線の起点を結んだ

線。

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線により囲

まれた区域。

注

イ線、御荘町大字平山４１２の２番地々先港

湾区域境界標柱から３３５度１８メートルの

地点まで引いた線。

ロ線、イ線の終点から御荘町大字平山１３８８

の１番地々先平山護岸終点に至る平山護

岸天端前肩から陸地側１５メートルの線。

ハ線、ロ線の終点から３７度２０メートルの地

点まで引いた線。

ニ線、ハ線の終点よりイ線の起点から１３７

度２０メートルの地点に至る平山護岸天端

前肩から海面側２０メートルの線。

ホ線、ニ線の終点とイ線の起点を結んだ

線。

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線によつて

囲まれた区域。

注

イ線、御荘町大字平山１３７８番地々先大島護

岸南端から２８３度１０メートルの地点まで

引いた線。

ロ線、イ線終点から１３度１２０メートルの地

点まで引いた線。

ハ線、ロ線の終点から１００度３５メートルの

地点まで引いた線。

ニ線、ハ線の終点から１９３度１２０メートルの

地点まで引いた線。

ホ線、ニ線の終点とイ線の起点を結んだ

線。

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号

８９



��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第１４７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国地方整備局長から次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（ＵＡＶ航空レーザ測量、ＵＡＶ航空レ

ーザ測深）

２ 作業期間 令和２年２月３日から

３月２７日まで

３ 作業地域 重信川直轄管理区間（松山市地内）

長浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１４８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

港名 港湾区域 港名 港湾区域

省略 省略

長浜

港

長浜

港

住吉公園四等三角点（６０．４メートル）（北緯３３度３６分

４６秒、東経１３２度２９分０２秒）から２５６度３０分８０５メートル

の地点から３４１度５８メートルの地点に引いた線、同地点

から４８度３０分１，０００メートルの地点を中心とする半径

１，０００メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ３２２度

及び２２８度３０分に引いた線以西の部分、同地点から３２２

度１，０００メートルの地点から５２度２，８５０メートルの地点

まで引いた線、同地点から１４２度に引いた線及び陸岸に

より囲まれた海面並びに肱川新長浜大橋下流の河川水

面

住吉公園三角点（６０．１メートル）（北緯３３度３６分３５秒

東経１３２度２９分１２秒 ）から２５６度３０分８０５メートル

の地点から３４１度５８メートルの地点に引いた線、同地点

から４８度３０分１，０００メートルの地点を中心とする半径

１，０００メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ３２２度

及び２２８度３０分に引いた線以西の部分、同地点から３２２

度１，０００メートルの地点から５２度２，８５０メートルの地点

まで引いた線、同地点から１４２度に引いた線及び陸岸に

より囲まれた海面並びに肱川長浜大橋 下流の河川水

面

省略 省略

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第９７３１号 平成２７年
１月３１日 篠原建設 篠原 康博 松山市猿川甲９３２－３ 令和２年

１月２１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２７）第１７５０１号 平成２７年
６月１５日 �北辰 中矢 恒憲 松山市味酒町２－１７－１１ 令和２年

１月２１日

土木工事業、建築工事業
左官工事業
とび・土工工事業
舗装工事業

建設業の廃止

（般－２６）第１６５８８号 平成２６年
１１月１９日 �ケイング 黒川今朝幸 松山市桑原５－２－３７ 令和２年

１月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２８）第１７７９０号 平成２８年
９月１３日 村上工務店 村上 義浩 松山市東方町甲２３２４－２ 令和２年

１月３０日 建築工事業 建設業の廃止
（法人成り）

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務委託

� 委託業務名及び数量

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市若草町７番地１（交通管制センター）ほか

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９年度、平成３０年度、平成３１年度の製

造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認めら

�愛媛県告示第１５０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和２年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第１５７６１号 平成２７年
６月２３日 向井建設 向井 金正 大洲市徳森２６３２－４６ 令和２年

１月２２日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人 橘医院 橘 秀 樹 伊予市灘町１３６番地の３ 令和
２年２月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫・肝臓機能障害

外 科 医療法人沖縄徳洲会
宇和島徳洲会病院 梅 本 覚 司 宇和島市住吉町２丁目６番２４号 令和

２年２月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

消化器内科
独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

� 保 義 一 東温市横河原３６６番地 令和
２年２月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 内 科
独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

岩 井 将 東温市横河原３６６番地 令和
２年２月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 呼吸器内科

独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

阿 部 聖 裕 東温市横河原３６６番地 令和
２年２月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 循環器内科

独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

岩 田 猛 東温市横河原３６６番地 令和
２年２月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 循 環 器 科 林 病 院 三 谷 英 信 新居浜市中西町６－４６ 令和
２年２月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 立 花 亮 祐 東温市志津川 令和

２年１月６日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
肝臓機能障害

外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 金 川 俊 哉 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

２年１月６日

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号
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教育委員会告示

れた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の交通管制センター、サブセンター等設備

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先（郵送の場合）、契約条項を示す場所、入札

説明書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付時期

公告の日から令和２年３月２３日（月）の執務時間中

� 入札書の受領期限

令和２年３月３０日（月）午前１０時００分

� 事前提出書類（入札書のほかに提出する書類）の受領期限

令和２年３月２６日（木）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

令和２年３月３０日（月）午前１０時００分

愛媛県警察本部２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加申請

書と併せ２の�を証明できる書類を事前提出書類の受領期限ま
でに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Maintenance and upkeep of Traffic Control Center and

Sub―center，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，３０March２０２０

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

Tel０８９―９３４―０１１０

�愛媛県教育委員会告示第１号
愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）第１０条第１項及び第２６条第５項の規定に基づき、次のとおり、愛媛県指定有形文化

財に指定し、及び愛媛県指定無形文化財の保持者として追加認定する。

令和２年２月１８日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

１ 指定する有形文化財

名 称 所 在 地 所 有 者 員 数

天満神社本殿 四国中央市土居町天満２７２０番地
四国中央市土居町天満２７２０番地
宗教法人天満神社

１棟

絹本著色不動明王像 西条市旦之上甲５４３番地
西条市旦之上甲５４３番地
宗教法人十地院

１幅

木造五智如来坐像 松山市太山寺町１７３０番地
松山市太山寺町１７３０番地
宗教法人太山寺

５�

２ 追加認定する無形文化財の保持者

名 称
保 持 者

氏 名 生年月日 住 所

砥部焼 白潟八洲彦 昭和１４年５月２６日 伊予郡砥部町五本松１５６番地１

令和２年２月１８日 発行

愛 媛 県 報令和２年２月１８日 第８０号
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